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請願と陳情の
審査

　市政などについての意見や要望があるときは、どなたでも請願
書や陳情書を市会議長あてに提出することができます。
　請願書を提出するときは、市会議員の紹介を必要としますが、
陳情書の場合は、その必要はありません。
　請願の場合は、常任委員会などで審査した上で、本会議で「採
択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ通知します。
　陳情の場合は、議会が関係行政庁に意見書を提出することを要
望するものなど、議会の機関意思の決定に関する陳情については、
常任委員会などに付託し、その審査結果を本会議に報告した後、
陳情者に通知します。
　それ以外の行政への要望に関する陳情書については、議長が市
長の回答を求め、その旨を陳情者に通知します。
※陳情の内容によっては、委員会での審査や市長等からの回答を
求めない取扱いとすることがありますので、ご注意ください。

■請願書・陳情書の提出方法
左の例を参考にして、議会局へ提出してください。
１　日本語を用いた文書で提出してください。なお、点字
で提出する場合は、なるべく訳文を添付してください。

２　「請願書（陳情書）」と明記し、提出年月日を記載の
上、あて先を議長としてください。

3　請願者（陳情者）の住所を記載し、署名又は記名押印
してください。（法人の場合には、所在地、名称を記載
し、代表者が署名又は記名押印してください。）連絡先の
電話番号は、提出時に口頭でお知らせください。
４　請願者（陳情者）が複数の場合は、代表者（1人また
は1団体）を定めてください。

５　署名簿を提出される場合、署名者の方も住所の記載
と、署名又は記名押印が必要となります。

６　請願（陳情）の内容がいくつかに分かれる場合に
は、その内容ごとに請願書（陳情書）を分けて提出し
てください。請願（陳情）の項目は簡潔に箇条書きに
してください。
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＊なるべくA4判にしてください。
（なお、市会ホームページから書式を
　ダウンロードすることができます。）

７　請願書の場合は、紹介議員（1人以上）の署名又は記名押印
が必要です。（陳情書の場合は不要）

８　建築物、土地等に関するものは、必要に応じ、案内図や略
図を添付してください。

９　請願の場合、郵送（受付締切日必着）、又は持参（開庁
時間のみ）により提出してください。陳情の場合、電子
申請システムでも提出できます。なお、ＦＡＸやＥメー
ルでは提出できません。

１０　請願・陳情の受付締切日は定例会の当初議案を上程する
本会議の日を基準とし、郵送は４開庁日前まで、持参及び
電子申請システム（陳情のみ）による場合は３開庁日前の
正午までです。受付時期を過ぎて提出されたものは、次回
定例会で取り扱われます。

●問合せ先　議会局議事課　☎（671）3045
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